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【表紙】



第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】
　　　 該当事項はありません。
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回次 第23期 第24期 第25期

決算年月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 （千円） 4,224,599 4,443,717 4,192,670

経常利益 （千円） 91,836 68,974 73,162

当期純利益 （千円） 70,086 42,183 44,299

資本金 （千円） 50,000 50,000 50,276

発行済株式総数 （株） 1,000,000 1,000,000 1,003,400

純資産額 （千円） 651,477 693,424 738,451

総資産額 （千円） 2,275,518 2,333,978 2,078,675

１株当たり純資産額 （円） 651.48 693.42 735.95

１株当たり配当額
（円） －（－） －（－） －（－）

（うち１株当たり中間配当額）

１株当たり当期純利益 （円） 70.09 42.18 44.22

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） － － 43.13

自己資本比率 （％） 28.63 29.71 35.53

自己資本利益率 （％） 11.37 6.27 6.19

株価収益率 （倍） － － 12.4

配当性向 （％） － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △53,452 228,287 13,722

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） 64,243 △43,026 △19,020

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 17,748 △87,989 △183,005

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 974,279 1,071,550 883,247

従業員数 （人） 78 75 78

第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．第23期、第24期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第25期の潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定については、2024年12月25日にTOKYO PRO Marketに上場したため、新規上場

日から2025年９月30日の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

３．第23期、第24期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。

４．従業員数は就業人員数であります。なお、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略

しております。

５．第25期に至るまで配当を行っていないため、配当性向は記載しておりません。

６．第23期の財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の

　　特例」第110条第５項の規定に基づき、東陽監査法人の監査を受けており、第24期、第25期の財務諸表につ

　　いては、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項

　　の規定に基づき、東陽監査法人による監査を受けております。
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年　　月 沿　　　　革

2005年３月 野﨑雄一がインテリア販売における信販会社提携ローンの必要性から、エスティ・キ

ャピタル株式会社（資本金50,000千円　現当社）の全株式を取得し創業

2005年５月 株式会社エコノテックに商号変更

千代田区外神田へ本社移転

2006年９月 株式会社Ｌ’ｓクリエィションに商号変更

豊島区西池袋へ本社移転

2007年10月 千代田区麹町へ本社移転

2010年５月 宅地建物取引業者免許を取得し、不動産関連事業を開始

[東京都知事（１）第91730号]

2010年７月 新宿区西新宿７丁目へ本社移転

2011年４月 株式会社インデックスに商号変更

2014年３月 現在の新宿区西新宿１丁目へ本社移転

2014年７月 宅地建物取引業者免許取得[国土交通大臣（１）第8650号]

2015年３月 一般建設業許可取得[東京都知事許可（般-26）第143056号]

2015年７月 一般建設業許可取得[国土交通大臣許可（般-27）第25844号]

2016年６月 名古屋支店設置

2016年10月 当社営業部門を分社化し完全子会社として株式会社ウィルライズを設立

2019年５月 株式会社ウィルライズを解散（同2019年９月清算結了）

2021年３月 一般建設業許可取得[東京都知事許可(般-2)第153368号]

2023年11月 福岡支店設置

2024年12月 東京証券取引所 TOKYO PRO Market上場[301A]

２【沿革】

　野﨑雄一がインテリア販売事業を目的として、創業を検討していたところ、既に設立済みであったエスティ・キャ

ピタル株式会社の全株式を第三者より取得することにより、当社の事業を開始いたしました。

以下においては、同社の株式取得以降の沿革を記載いたします。
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３【事業の内容】

　当社は、「ライフプランニングを通して、最高の選択を提供する」という経営理念のもと、お客様一人ひとりの家

計の状況や将来設計に寄り添い、最適な住まいと暮らしをトータルでご提案する事業を展開しております。中古リノ

ベーションマンションや新築戸建を中心とした不動産関連事業と、インテリア販売及びリノベーション事業を組み合

わせることで、住まいの取得から入居後の生活までを一貫して支えるビジネスモデルを構築しています。

　当社のライフプランの提案は、単に不動産のご購入を前提とするものではなく、ライフプランニングを通じて家計

収支改善や資産形成の選択肢を提示し、潜在的なニーズを顕在化させることに特長があります。

　また販売にあたっては、①当社が直接販売するエリア（関東圏・中京圏・九州圏）と、②販売会社と連携した「広

域郊外モデル」の２つの販売チャネルを両輪として運営し、お客様の層や物件特性に応じた最適な販売体制を構築し

ております。お客様ターゲットは、20～40代の単身者から子育て世帯まで幅広く設定しており、昨今は資産形成ニー

ズの高まりを受け、投資用不動産の取り扱いも開始しました。さらに、インテリアオプションや付帯サービスを通じ

たクロスセル・アップセルにより LTV（Life Time Value）の最大化を図っています。

　なお、「不動産関連事業」、「インテリア販売及びリノベーション事業」は、「第６　経理の状況 １ 財務諸表等

（１）財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント区分と同一であります。

(1）不動産関連事業

　当社は、「ライフプランニングを通して、最高の選択を提供する」という経営理念に基づき、中古住宅の仕入・リ

ノベーション・販売にインテリアオプションやアフターリノベーションを組み合わせ、住まいと暮らしを一貫して支

える統合型ビジネスモデルを構築しています。

　このビジネスモデルは、①都市部を中心とした当社直販、②郊外を中心とした販売会社経由の販売という２つの販

売チャネルを両輪とし、幅広い顧客層（単身者～ファミリー、投資用需要層）に対応する体制となっています。

(2）インテリア販売及びリノベーション事業

　本事業は、住まいの購入前後で発生する多様な生活ニーズに対応し、LTV向上の中核を担っています。

＜インテリア・家具の販売＞

・新居用の家具・住宅関連機器・カーテン等、コーディネートでの提案

・お客様のこだわりに応じた個別調達にも対応

・自社おすすめの定番商品をパッケージ化し、購入時の意思決定をスムーズに

＜オプションサービス＞

・床材保護コーティング

・浄水器・設備機器類

・清掃・小規模補修

・新生活に必要な初期費用を最適化し、当社物件とのバンドル価値を向上

＜既存顧客向けインテリアオプション販売＞

　過去の購入者から、ライフステージ変化に伴う追加リノベーション工事やインテリアオプションの販売が増加して

おり、設備交換（給排水衛生設備・建具等）、間取り変更・内装刷新などの工事を受注しています。
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１．当社ビジネスモデル全体像

２．当社ビジネスモデルの特長

①ライフプランニングを起点とした「潜在需要の創出」

当社は、不動産購入を検討していない層に対して、家計収支改善や資産形成の観点から「購入という選択肢」を提示

します。

・毎月の住宅ローン返済が家賃より抑えられる場合がある

・資産形成につながる

・リノベーションで自分好みの住空間
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・税制優遇が受けられる場合がある

単に不動産を販売するのではなく、ライフプランニング自体が価値提供の起点となっています。

②２つの販売チャネルを両輪とした地域最適モデル

Ⅰ：【当社直販モデル】（関東圏・中京圏・九州圏）

・３つの地域の需要層（若年層・単身者・ファミリー）を中心に販売

・対面コンサルティングで高い成約率

・付帯サービスとの連携により粗利率が高い

Ⅱ：【販売会社モデル】（郊外・広域）

・当社がリノベーションした物件や新築戸建を販売会社へ販売

・販売会社の地域特性・ネットワークを活用し広域展開

・自社が出店しない地域の事業機会を獲得

販売チャネルの分散により、地域リスクの平準化と事業機会の最大化を実現しています。

③中古×リノベ×インテリアで「LTV最大化」

Ⅰ.訪問・提案

賃貸マンションやアパート等を中心に訪問し、ライフプランニングを起点に、「賃貸よりも中古リノベーション住宅

の方が合理的となるケース」を４つのメリットとして説明します。

・毎月の住宅ローン返済額が家賃より低くなる場合がある

・資産として不動産を保有できる

・リノベーションにより自分好みの住空間を実現できる

・税制優遇（住宅ローン控除等）を受けられる場合がある

同時に、管理費・修繕積立金の発生や市況変動による資産価値リスクなど、デメリットも適切に説明し、公正な判断

材料を提供します。

Ⅱ.マッチング（物件選定）

立地・価格・キャッシュフロー計画・こだわり条件を伺い、中古マンション、戸建、投資用物件など、最適な仕入候

補を選定します。

Ⅲ.購入・リノベーション

住宅ローン申請、売買契約締結、施工プラン策定、リノベーション工事を実施します。

Ⅳ.引渡し・インテリア提案

お引渡し時に、家具・住宅関連機器・オプションサービス等を提案し、新生活の立ち上げを包括的にサポートしま

す。
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　初期の不動産販売だけでなく、入居時のインテリア販売、数年後の追加インテリアオプション販売・リノベーショ

ン工事まで、長期的な顧客接点を維持しながら継続的に収益が積み上がる構造となっています。

　特に当社は、ライフスタイルに合わせた需要の捕捉率が高く、中期経営計画においても顧客LTVの拡大を重要KPIと

して位置付けています。

３．営業プロセス
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［事業系統図］

　事業の系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。
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2025年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

78 35.4 6.0 5,695,113

セグメントの名称 従業員数（人）

不動産関連事業 42

インテリア販売及びリノベーション事業 17

報告セグメント計 59

全社（共通） 19

合計 78

５【従業員の状況】

(1）発行者の状況

　（注）１．従業員数は就業人員数であります。

２．臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

３．平均年間給与は基準外給与及び賞与を含んでおります。

４．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2）労働組合の状況

　当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

　当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や堅調なインバウンド需要を背景に、緩やかな回復基調

で推移しました。一方で、米国の通商政策が世界景気に与える影響による景気の下振れリスクやエネルギー・原材料

価格の高止まり、人件費・物流費の上昇等による物価上昇の長期化、さらに国際情勢の緊迫化による海外経済の不確

実性など、依然として不透明感が残る状況が続いております。

　当社が属する不動産業界におきましては、都市部を中心に住宅価格は高止まりが続き、地方・郊外と価格差が一段

と拡大しました。用地取得難や建築コスト上昇が新築マンション価格を押し上げ、供給減少による希少性の高まりが

中古マンション市場にも波及するなど市場環境は引き続きタイトな状況にあります。当社では、このような環境下に

おいても、価格を抑えつつお客様のご要望やライフスタイルに応じたリノベーションの提案を行い、地域ごとの需要

を的確に捉えた事業展開を進めてまいりました。

　当社は、営業基盤の強化と、上場を見据えた経営体制の確立を目的として、2024年９月に中期経営計画

「renewed2024」を策定し、2024年12月25日には東京証券取引所「TOKYO PRO Market」への上場を果たしました。さ

らに、事業環境の変化及び当社の成長領域の拡大を踏まえ、「renewed2024」を発展させる形で、2026年９月期を初

年度とする新たな中期経営計画「NEXT STAGE 2025」を策定し、持続的成長に向けた体制を再構築しております。ま

たコア事業である不動産関連事業においては、ライフプランを起点とした独自のアプローチにより、住宅購入を検討

していない層に対しても新たな需要を掘り起こし、価格競争力と品質を両立した中古マンション仕入・リノベーショ

ン販売を推進しました。また販売機会の拡大に向けては、郊外エリアにおいて地域特性を踏まえた新築戸建の販売を

展開するとともに、販売会社との連携によるチャネルの多様化を進めることで、よりきめ細やかな顧客接点の拡充を

図っております。

　その結果、当期の業績は、売上高4,192,670千円（前年同期比5.6％減）の減収となりましたが、営業利益95,223千

円（前年同期比1.2％増）、経常利益73,162千円（前年同期比6.1％増）、当期純利益44,299千円（前年同期比5.0％

増）と利益において堅調な増益を確保しました。減収の要因は、自社販売における商談機会の減少及び成約率の一時

的な低下による販売本数の減少であります。これは営業体制の再構築とプロセス改善を進める過程における過渡的な

現象であり、今後は顧客対応プロセスの最適化に加え、ファミリー層へと顧客対象を拡大することで、より幅広いラ

イフステージに対応した提案力を高め、持続的な成約効率の改善を図ってまいります。一方で、高収益セグメントで

あるインテリアオプション販売が過去最高の売上・利益水準を記録したほか、不動産の媒介取引を積極的に推進した

ことにより媒介手数料収益が増加し、収益を押し上げました。さらに営業外収益においては、過年度に見積計上して

いた不動産取得税の未払額を精査のうえ取り崩したことにより、一時的な収益を計上しております。当社は売上高の

減少局面においても、収益構造の質的向上を実現し、安定的かつ持続的な利益成長基盤を確立しております。

　貸借対照表は、この１年間で、現預金は175,498千円減少、不動産在庫は88,967千円減少、借入金及び社債も

167,646千円減少しております。単に借入金を返済しただけでなく、それを支える在庫の圧縮やキャッシュの活用を

通じて、資産全体の構造をスリム化しています。その中でも不動産在庫の長期滞留在庫が減少し中身が改善している

こと、すなわち流動性の高い不動産在庫へと移行し、財務の質的改善を行いました。結果として、総資産の圧縮とと

もに自己資本比率は35.5％まで改善しており、財務の健全性が着実に高まっております。

　キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュの創出力を維持しつつ、有利子負債を着実に削減

し、総資産を圧縮したことで、財務体質は一段と強化されました。この１年間は、「キャッシュを貯める」段階から

「キャッシュを活用し財務の質を高める」段階に移行した期間であり資金効率を重視した経営への転換を明確に進め

た事業年度となりました。

　以上のとおり、当社は外部環境の不確実性が高まるなかにあっても、収益構造の質的転換、財務基盤の改善及び経

営体制の高度化を同時に進め、中期経営計画「NEXT STAGE 2025」の実行に向けた持続的成長基盤を着実に整備する

事業年度となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（不動産関連事業）

　不動産関連事業においては、販売価格の維持及び良質な仕入れ物件の確保を優先し、収益性を重視した販売戦略へ

の転換を進めた結果、販売戸数は前年同期比で23戸減少し、売上高は3,272,776千円（前年同期比10.9％減）となり

ました。営業現場では、アポイント数の減少や成約率の一時的な低下が見られましたが、これは顧客対応体制の見直

し及び営業プロセスの再整備を進める過程での一時的な影響であり、今後は体制強化を通じて安定した販売力の回復

を図ってまいります。一方で、外部販売ネットワークとの連携を強化し、他社が取り扱う不動産の媒介を戦略的に推

進したことにより、媒介手数料収益が大幅に増加し、セグメント利益の押し上げ要因となりました。今後も、販売数

量の拡大のみに依存することなく、収益性と効率性を両立した事業運営により、安定的な利益確保を図ってまいりま

- 11 -



事 業 区 分

第24期
（2024年９月期）
（前事業年度）

第25期
（2025年９月期）
（当事業年度）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

不動産関連事業 3,675,007 82.7 3,272,776 78.1

インテリア販売及び
リノベーション事業

768,710 17.3 919,893 21.9

合計 4,443,717 100.0 4,192,670 100.0

す。

（インテリア販売及びリノベーション事業）

　インテリア販売においては、１戸あたりの販売単価の向上に加え、既存顧客への再販提案が奏功し、販売件数・利

益ともに堅調に推移しました。 またリノベーション事業における工事売上は、お客様のライフスタイルや資産形成

に即した高品質なリノベーションの提案に注力した結果、件数・単価ともに増加し、売上高は919,893千円（前年同

期比19.7％増）と過去最高を記録しました。これにより当セグメント利益は堅調に拡大し、当社の収益基盤強化に大

きく寄与しました。

　　　　　　事業別売上高
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（2）キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べて188,303千円減少し、883,247千円となりました。

これは営業活動によるキャッシュ・インフローを確保しつつも、計画的な借入金の返済を進めたことによるものであ

り、当社の資金循環が健全に機能していることを示しております。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、13,722千円の収入（前年同期は228,287千円の収入）

となりました。主な増加要因は、棚卸資産の減少額87,204千円及び税引前当期純利益の計上73,162千円であります。

主な減少要因は、前受金の減少額84,126千円、利息の支払額25,872千円、法人税等の支払額38,361千円であります。

不動産在庫の圧縮を進めつつも、安定的な営業キャッシュ・インフローを維持しており、資金創出力の底堅さを示す

結果となっております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、19,020千円の支出（前年同期は43,026千円の支出）と

なりました。主な支出要因は、定期預金の預入による支出17,055千円であります。前期に比べ支出額が減少し、投資

活動においても効率的な資金配分を維持しております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、183,005千円の支出（前年同期は87,989千円の支出）

となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出224,746千円及び長期借入れによる収入75,000千円であり

ます。在庫圧縮に伴う資金回収を活用しながら、計画的な債務返済を進めており、財務レバレッジの適正化と資金調

達コストの低減を着実に実現しております。
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セグメントの名称
当事業年度

（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

前年同期比（％）

不動産関連（千円） 3,272,776 89.1

インテリア販売及びリノベーション

（千円）
919,893 119.7

報告セグメント計（千円） 4,192,670 94.4

合計（千円） 4,192,670 94.4

相手先

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

　　至　2025年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社ラッセルエステート 735,539 16.6 1,024,303 24.4

株式会社エニシード 973,839 21.9 999,468 23.8

株式会社フルベース 422,430 9.5 274,873 6.6

２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

(2）受注実績

（不動産関連事業）

　提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。

（インテリア販売及びリノベーション事業）

　受注から役務提供の開始までの期間が短いため、当該記載を省略しております。

(3）販売実績

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　（注）最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。
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３【対処すべき課題】

当社は、今後の継続的な企業成長のために、以下の課題に取り組む必要があると考えております。

①　不動産市況の動向

　当社の主要事業である不動産関連事業（中古マンション買取再販、新築戸建販売）においては、経済環境が悪化し

不動産市況が低迷した場合には、不動産販売価格の引下げが必要となるリスクが生じます。その反面、不動産市況が

好調の際には、在庫不動産の回転率が短くなることや販売価格が上昇する等のメリットが生じる一方、不動産の仕入

価格が高騰する可能性があります。

②　販売用不動産の在庫回転率の向上

　当社の不動産販売は、お客様のニーズに合わせた物件を原則取得します。不動産販売の情報件数等が不足し、成約

までの期間が長期化する可能性があります。また不動産市況の悪化等によって物件の販売が滞った場合や、リノベー

ション資材の流通が不安定になり、リノベーション工事に遅延が発生し早期の販売活動ができなくなった場合には、

販売用不動産保有期間の長期化に繋がり、販売用不動産の在庫回転率が下がる可能性があります。

③　事業エリアの拡充

　当社は、関東圏・中京圏・九州圏の郊外を中心に、中古リノベーションマンション、新築戸建を販売し事業を展開

しております。当社は事業エリアを拡大することで、顧客層の拡充と収益向上を図ることを目指しています。事業エ

リアが拡大すると、地域ごとの顧客ニーズが多様化し、各地域の特性に合った物件やサービス提供が求められます。

各地域に特化した商品企画等を行い、エリアごとの顧客層に最適化された提案を行うことで、顧客満足度の向上と差

別化を図ります。

④　リノベーション工事及び資材の調達について

　当社では、中古住宅のリノベーション工事を外注することによって、人件費等の増加を抑制し、経費の軽減効果を

見込んでおります。しかしながら外注先の人手不足等で工事の遅延が発生する場合があり、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。リノベーション資材は、物価等の動向により原材料・資材の価格が上昇し、価格転嫁が難しく

なる場合があります。また人手不足等で物流が滞るような事態となり、資材の供給に遅延が発生することにより工期

が遅れることとなった場合も、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　財務体質健全性の向上及び資金調達力の強化

　当社の事業は、主に中古マンションや新築戸建てを対象として、不動産取得を行うための資金を必要とするビジネ

スモデルになります。手元資金の他、銀行等からの借入により物件購入資金を調達しております。今後も不動産購入

を継続していく方針であるため、安定的な資金調達を行うために財務基盤の強化が必要となります。また、資金調達

力の強化については、定期的に金融機関へ業績説明等を行い、金融機関との関係構築に努め、資金調達が円滑にでき

るよう進めてまいります。株式上場の実現により、信用力向上による調達金利の抑制も見込まれ、今後想定される金

利上昇局面においても、金利負担軽減を図ることができると考えております。

⑥　組織・ガバナンス体制の強化

　当社は、宅地建物取引業免許、一般建設業許可といった許認可に基づき事業を行っています。業法違反等による事

業活動の停止や資格はく奪、建設業による事故や損害賠償の発生などが生じた場合は、事業に多大な影響を及ぼしま

す。それに対処するため、規定上必要とされる有資格者の設置、コンプライアンス研修等の社員教育の実施、社外役

員等からの牽制体制を通じたガバナンス体制を強化すること等で、リスクを限りなく低減することが重要であると認

識しています。

⑦　内部統制及びコンプライアンス体制の強化

　当社は、会社の継続的発展を図るために、内部統制の行き届いた管理体制を高水準に維持していく必要があると認

識しております。その一環としてコンプライアンス最優先の企業経営に努めてまいります。

⑧　人材採用・育成・組織力の強化

　当社が継続的に成長するためには、企業の成長を牽引する人材の確保や、育成により組織力を強化することが重要

であると認識しております。採用面では新卒・キャリア両面の採用強化に取り組むとともに、多様な人材が活躍でき

る職場風土の構築を通じて、競争力を強化しています。育成面では、OJTを活用し専門知識スキルに長けた中核人材の

育成、能力に応じた人事制度の確立、専門スキルの取得を推奨しています。また、社員総会の開催、個別面談の実

施、ストレスチェックの実施等により、組織の活性化、エンゲージメントの向上に努めております。当社のミッショ
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ンを共通の価値観とし、人的資本及び組織としての能力の底上げをしてまいります。
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許認可等の名称 許認可登録番号 有効期間 関係法令 許認可等の取消事由

宅地建物取引業者免許
国土交通大臣免許

（３）第8650号

2024年７月23日～

2029年７月22日
宅地建物取引業法 同法第66条

一般建設業許可
東京都知事許可

（般-２）第153368号

2021年３月30日～

2026年３月29日
建設業法 同法第29条

４【事業等のリスク】

　本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、次のようなものがあります。当社事業への影響が僅少と思われるリスクについても、投資判断をするうえ

で有用な事項については、情報開示の観点から併せて記載しております。リスクの発生に対しては可能な限り未然に

対処し、発生の回避に努める所存でありますが、当社株式への投資判断は慎重に検討していただく必要があると考え

ております。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（1）外部環境に関するリスクについて

①　市況悪化による利益への影響

　当社は顧客のニーズに応じて物件を仕入れ販売しております。そのため、不動産市況の悪化により利益を圧迫

する可能性があります。その時期については住宅ローンの変動金利の上昇、金融引締め時です。その場合、不動

産の仕入対象地域を広げ仕入価格を下げる、仕入物件の面積を小さくし販売価格（グロス）を下げる等の対策を

してまいりますが、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性はあります。

②　棚卸資産評価損リスク

　当社は、販売用不動産の仕入価格について、可能な限り低廉を心掛けております。しかしながら、市況悪化に

よる不動産評価額の下落により、在庫として保有している販売用不動産の評価損が発生する可能性があります。

その時期は住宅ローンの変動金利の上昇や金融引締めで、不動産の市場価格が低下した時です。当社としては、

長期在庫を増やさないよう、経営会議で対策を議論し、取締役会において長期在庫の状況について、役員間で情

報を共有する等、評価損リスクの低減に努めております。しかしながら、在庫処分として、値引、評価損計上等

をまとめて実施した場合、又は災害等が発生し、棚卸資産が毀損滅失した場合には、当社の業績、財政状態及び

事業の展開に影響を与える可能性があります。

③　住宅ローンの金利動向と住宅需要

　日本銀行の「マイナス金利政策」の解除により、今後、住宅ローン金利についても徐々に上昇するものと考え

られます。当社は住宅ローン金利の動向に注視し、顧客に住宅購入を提案しております。しかしながら、住宅ロ

ーン金利上昇の影響から、購入者の需要動向が悪化した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

④　不動産関連の税制優遇措置について

　住宅ローン控除、不動産取得税や登録免許税の減税など、住宅取得に係る優遇制度は様々なものが存在しま

す。これら政策は日本社会の時勢を鑑みて日本政府当局が施行するものであります。当社はそれら不動産関連の

税制優遇措置の動向について注視しております。日本政府も住宅取得を促進しており、短期的に優遇措置がなく

なるとは考えていませんが、将来的に改廃される可能性はあります。その場合、当社の事業展開及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

⑤　法的規制や行政当局からの監督について

　当社の属する不動産業界は宅地建物取引業法、民法、不動産登記法、建物の区分所有等に関する法律など、多

くの法令による制約を受けます。現在においては事業の許認可や行政処分等に係る問題はなく、これまでどおり

法令遵守に努める所存でありますが、今後の法改正によっては事業活動に支障をきたす可能性があります。

　今後何らかの理由により免許や許認可の取消等があった場合、当社の事業活動に支障をきたし、財政状態及び

経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
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⑥　契約不適合責任（改正前民法の瑕疵担保責任）について

　契約不適合責任とは、売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合の

売主の責任をいいます。契約不適合責任は、2020年4月に施行された改正民法において、改正前民法における瑕

疵担保責任その他の担保責任に代わるものとして規定されました。原始的瑕疵に限らず、引渡の履行までに発生

した問題についても法的な責任の基礎となり、また当事者双方の善意や過失の有無は問題にならなくなった等、

売主責任が定められております。当社においては、リノベーション工事の品質管理等に万全を期しております

が、想定の範囲を超える責任が生じた場合は、瑕疵の補修等による費用負担や信用低下等により業績に影響を与

える可能性があります。

⑦　偶然不測の事故・自然災害等について

　火災、破裂爆発、落雷、風災、雹災、雪災、水災、地震火災、地震破裂、地震倒壊、噴火及び津波並びに電気

的事故、機械的事故その他偶然不測の事故並びに戦争、暴動、騒乱、テロ等の災害により、当社が保有する在庫

物件及び営業施設が滅失、劣化又は毀損等する可能性があります。また従業員が被災した場合は、業務への従事

が一時的に困難になる可能性も考えられます。当社の販売するマンションは新耐震基準のＲＣ造(注１)やＳＲＣ

造(注２)で、自然災害が起こった場合、被災の可能性は低いと考えられます。またＢＣＰを周知徹底し従業員の

安全を図ってまいりますが、災害が想定を超える規模の場合は、当社の事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

(注１)　鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete Construction)の略

(注２)　鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete)の略

⑧　感染症について

　2020年に急拡大した新型コロナ感染症により、日本を含めた感染拡大国において、経済活動だけでなく、日常

生活においても大きな制約が発生しました。当社業績においても、新型コロナ感染症による影響が生じました。

今後、新たな感染症が発生、拡大した場合には、国内外において深刻な経済的影響が生じ、当社の営業活動も制

限された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨　中古不動産の流動性

　当社の顧客は20代から30代の単身者が多くを占めており、今後の日本社会は当該年齢人口が減少すると考えら

れます。半面、中古不動産は供給増加が予想されることから、当社としては売上拡大の好機と捉えております

が、当社の思惑どおりに中古マンションの市場流動性が高まらない場合には、当社の経営成績や財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。

（2）ビジネスモデルに関するリスクについて

①　金融機関の住宅ローンの融資動向について

　持ち家を購入する層は、一般的に既婚者やファミリー層、また40歳前後の年齢層で、多くの金融機関も、住宅

ローンの貸出先として同じ対象を顧客と捉えております。当社が顧客対象とする20代から30代、単身者について

は、勤続年数や年収水準、頭金の拠出可能額などにより、住宅ローン審査が厳格にされる傾向にあります。当社

は現在多くの金融機関で、当社のビジネスモデルにご理解をいただくよう努めており、住宅ローンの審査は通過

する傾向にありますが、今後住宅ローンの審査の厳格化が起きた場合、当社の経営成績や財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。

②　中古住宅市場の動向について

　当社のビジネスモデルは、お客様のニーズに合致した主に中古マンションを仕入れることが重要になります。

しかしながら近年は中古住宅の人気が高まっており、仕入価格が上昇しています。当社は、最新の中古住宅情報

の入手に努めておりますが、仕入価格の上昇を販売価格に転嫁できない場合は、当社の経営成績や財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。

③　リノベーション工事の工期

　当社はお客様の要望により、リノベーション工事を施した上で販売します。工事は協力会社と共に行います。

現在の建築設備業界は人手不足が続いており、協力会社の手配に時間がかかり工期が延びることが考えられま

す。当社は、協力会社の新規開拓、また施工時期を調整し発注規模の平準化に努めております。しかし建築市況

が更に逼迫する場合は、当社の経営成績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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④　個人情報や機密情報の管理について

　当社は、事業活動により名前、住所、年収や金融属性などプライバシーに係る個人情報を多数収集保管してい

ます。個人情報保護規程を制定し同趣旨の法令（個人情報の保護に関する法律）を遵守するため、ＩＴ資産管理

ツールによる情報漏洩防止、社外持出ＰＣの暗号化、システムセキュリティ規程の制定と運用など、体制の確立

と従業員の意識向上に努めております。このように十全の対策を講じているところではありますが、不測の事態

により、個人情報が外部へ漏洩するような事態となった場合、当社の信用失墜による売上の減少及び損害賠償に

よる費用発生が考えられ、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　競合他社の参入について

　当社の属する不動産業界は、宅地建物取引業免許を有していれば参入できる、参入障壁が低い業界です。しか

し、当社の顧客は20代から30代の単身者が多くを占めており、他の不動産業者は営業対象とすることが少ないと

考えられますが、当社よりも知名度や資金力等の経営資源に優れた競合他社が参入した場合、当社の優位性が低

下して、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　不動産関連事業が実質的に唯一の事業リソースであることについて

　当社の売上高は不動産関連事業、インテリア販売及びリノベーション事業の二つの事業で構成されておりま

す。当社の不動産購入顧客が、同時にインテリア販売やリノベーション事業の顧客でもありますので、売上の相

乗効果や高い利益率が期待できます。しかしながら、不動産市況が下振れした場合は、当社の全事業（不動産関

連事業、インテリア販売及びリノベーション事業の二つの事業）に波及することが予想され、当社の業績や財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　風評被害について

　当社は事業の性質上、顧客より、顧客対応、品質、納期並びにサービス等に対する意見、指摘、クレーム等を

受ける可能性があります。当社としては、上記リスクを回避するため、法令順守、品質管理に努めるとともに、

風評が生じる行動を慎むよう全役職員に指導等を行っておりますが、これらの発生により、当社のブランドイメ

ージの毀損及び社会的信用の低下が生じた場合、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（3）組織管理体制に関するリスクについて

①　特定経営者への依存について

　当社の代表取締役である野﨑雄一は、当社の経営方針、経営戦略、事業戦略、投資判断等、事業活動の推進に

あたり重要な役割を担っております。当社では、上記リスクに対し、監査役会の設置、社外取締役の配置等のガ

バナンス体制の強化を図るとともに、取締役及び幹部社員への権限委譲により職務権限を明確化し、特定の個人

に過度に依存しない経営体制構築を進め、役職員の質的レベルの向上に注力しております。しかしながら、何ら

かの理由で、同氏の業務執行が困難となるような不測の事態が生じた場合、当社の業績や財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。

②　小規模組織であることについて

　当社の組織体制は従業員78名（2025年９月30日現在）と未だ小規模な組織であり、業務執行体制、内部管理体

制ともに、それに準じたものになっております。また、事業活動の在り方は人材に大きく依存しております。今

後の事業の拡大発展のためには、継続して優秀な人材を確保し育成していくことが必要不可欠であり、業務の属

人化の解消が必須であると考えております。人材の確保と育成が想定どおりに進まない場合は、今後の事業推進

に影響を及ぼす可能性があります。

③　従業員の平均年齢が若いことについて

　当社従業員の平均年齢は35.4歳であり、20代～30代が全社員の７割程度を占めます。当社は、若手社員の指導

育成に努めておりますが、想定どおりに人材育成が進まない場合は、今後の事業推進に影響を及ぼす可能性があ

ります。

（4）財政・資本に関するリスクについて

①　配当政策について

　当社は、株主への利益配分については経営の最重要課題であると認識しております。しかしながら、現在は成

長過程にあると考えており、将来的に安定した配当を継続して実現していくにあたっても、経営基盤の長期安定

に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるために内部留保資金を充実させることが重要

であると考え、会社設立以来配当は実施しておりません。将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株
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主への利益還元を検討していく方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等につい

ては未定であります。

②　新株予約権発行による既存の株主利益の希薄化について

　当社は業績向上の動機付けと業務貢献への対価として、常勤取締役及び使用人に対してストック・オプション

を付与しております。また今後においても優秀な人材を確保すべく、ストック・オプションの付与を拡大する予

定であります。現在付与されている新株予約権及び今後付与される新株予約権が行使されることにより、既存株

式の価値が希薄化する可能性があります。なお提出日時点での潜在株式数は64,000株であり、発行済株式総数の

6.4％に相当します。

③　在庫滞留期間と資金効率

　当社はお客様のご要望に合わせて物件を仕入れますが、キャンセル等により、買主が離れる場合があります。

滞留在庫の管理については、滞留期間が長期化しないよう出口戦略を経営会議で議論し、取締役会で報告され、

役員間で情報を共有しております。しかしながら、在庫対応が計画どおり進捗しなかった場合には、当社の事業

展開や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（5）担当J-Adviser との契約について

TOKYO PRO Market市場においては、当社(以下、「甲」という)が上場適格性を維持しているかどうかの確認を

担当J-AdviserがJ-Adviser業務として実施します。当社は、担当J-Adviserであるアイザワ証券株式会社(以下、

「乙」という)との間でJ-Adviser契約(以下、「本契約」という)を締結していますが、本契約がその定めにより

解除又は解約され、別のJ-Adviserとの間で新たにJ-Adviser契約を締結できなかった場合には、当社は上場廃止

となります。

まず、甲及び乙は、相手方に対して１か月以上前に書面でその旨を通知することにより、本契約を解約するこ

とができます。また、甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、

その相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り１か月とする)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面

で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することがで

きます。さらに、甲が以下の無催告解除事由のいずれかに該当する場合は、乙は、本契約を、甲に対する何らの

通知又は催告を要せず、即時に本契約の全部又は一部を解除することができます。

本契約を解除又は解約する場合、特段の事情の無い限り、乙は予め本契約を解除又は解約する旨を東京証券取

引所に通知することになっております。このほか、株主総会の特別決議を経て、甲が東証へ「上場廃止申請書」

を提出した場合にも上場廃止となります。

なお、本書提出日現在において、本契約の解除につながる可能性のある要因は発生しておりませんが、乙は

2025年２月21日に「引受け業務取り止め方針に関するお知らせ」にて、2028年３月末までにTOKYO PRO Marketに

おけるJ-Adviser業務を取り止める方針を公表しております。これに伴い、当社は新たなJ-Adviserとの契約締結

が必要となります。新J-Adviserが確保できない場合、当社の上場維持に影響を及ぼす可能性があるため、これを

リスクとして認識しております。

＜J-Adviser 契約に関する即日無催告解除事由＞

①　債務超過

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態から脱却しえなか

ったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日(当該１年を

経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末

日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という)において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。

但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私

的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に

債務超過の状態から脱却することを計画している場合(乙が適当と認める場合に限る)には、２年以内(審査対象

事業年度の末日の翌日から起算して２年を経過する日(猶予期間の最終日の翌日から起算して１年を経過する日

が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日)までの期

間内)に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度(甲が連

結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度)に係る決算の内容を開示するまでの間において、再建計

画(本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む)を公表している甲を対象とし、

甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書類に基づき行う。

ａ．次の(ａ)又は(ｂ)の場合の区分に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に規定する書面
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（ａ）法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁

判所の認可を得ているものであることを証する書面

（ｂ）私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場

合当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面

ｂ．本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が公認会

計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

②　銀行取引の停止

　甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を

書面で受けた場合。

③　破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(甲が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要

と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａから

ｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至っ

た場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａから

ｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。

ａ.甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整

理を行う場合甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ．甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難で

ある旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲

渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲から当該

事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合

には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日)

ｃ．甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関

する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事

業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る)甲から当該合意を行ったこ

とについての書面による報告を受けた日。

④　前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則として本

契約の解除は行わないものとする。

　再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。

ａ．次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合、当該再建計画が、再生計

画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意

を得ているものであること。

ｂ．当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。

（ａ）当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。

（ｂ）前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなされていること及

びそれを証する内容

ｃ．当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でな

いと認められるものでないこと。

⑤　事業活動の停止

　甲が事業活動を停止した場合(甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう)又はこれ

に準ずる状態になった場合。

　なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合

に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃま

でに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ．甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は

一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の３
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日前(休業日を除外する)の日

（ａ）TOKYO PRO Market の上場株券等

（ｂ）上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合当該合併に係る新設会

社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に

限る)が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等

ｂ．甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会(普通出資

者総会を含む)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要し

ない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む)についての書面による報告を

受けた日)

ｃ．甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合((3) ｂの規定の適用を受ける場合を除

く)は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。

⑥　不適当な合併等

　甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社分割に

よる非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承

継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の

割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)を行

った場合で、当該上場会社が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。

⑦　支配株主との取引の健全性の毀損

　第三者割当により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付さ

れた募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合)において、支配株主との取引に関す

る健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。

⑧　発行者情報等の提出遅延

　甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。

⑨　虚偽記載又は不適正意見等

　次のａ又はｂに該当する場合。

ａ．甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。

ｂ．甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨(天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く)が記載され、か

つ、その影響が重大であると乙が認める場合。

⑩　法令違反及び上場規程違反等

　甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。

⑪　株式事務代行機関への委託

　甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこ

ととなることが確実となった場合。

⑫　株式の譲渡制限

　甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。

⑬　完全子会社化

　甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。

⑭　指定振替機関における取扱い

　甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。

⑮　株主の権利の不当な制限

　株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行

っていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株主
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の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。

ａ．買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収

防衛策(以下「ライツプラン」という)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株

主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点

において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く)。

ｂ．ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動

とすることができないものの導入。

ｃ．拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要す

る旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が拒

否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式

の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主

総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。

ｄ．上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任

その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

ｅ．上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議

決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上

場株券等より低い株式をいう)の発行に係る決議又は決定。

ｆ．議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。

ｇ．株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決

議又は決定。

⑯　全部取得

　甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。

⑰　反社会的勢力の関与

　甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Market に対する株

主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。

⑱　その他

　前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた

場合。

＜J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項＞

１．いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、

相当の期間(特段の事情のない限り１か月とする)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催

告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

２．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。ま

た、いずれかの当事者から相手方に対し、１か月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

３．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知し

なければならない。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

　　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。当社

の財務諸表を作成するにあたって採用している重要な会計方針は「第６　経理の状況　【財務諸表等】【注記事項】

（重要な会計方針）」に記載のとおりであります。また財務諸表の作成にあたっては、経営成績に影響を与えるよう

な経営者による会計方針の選択と、見積や予測を必要としております。これらの見積や予測については、過去の実績

や状況を勘案して合理的に判断しておりますが、不確実性を確実に排除することができないため、実際の結果はこれ

らと異なることがあります。

(2）財政状態の分析

　　（流動資産）

　当事業年度末の流動資産は1,937,910千円（前事業年度末比△261,668千円）となりました。これは主として、現

金及び預金が175,498千円、販売用不動産が46,927千円、仕掛販売用不動産が42,039千円減少したことによるもの

であります。現金及び預金の減少は、不動産の仕入、借入金の返済及び税金の納付等によるものの、販売用不動産

及び仕掛販売用不動産の減少は、在庫販売を進めつつ新規仕入を抑制した結果によるものであります。これにより

資産回転が促進され、在庫圧縮によって借入金の計画的な返済を進めながらも、手元流動性を確保することがで

き、資金循環が正常化しました。当社は、このように資金効率を高めることにより、財務の安定化とキャッシュ・

フローの質的向上を実現しております。

　　（固定資産）

　当事業年度末の固定資産は140,764千円（前事業年度末比＋6,365千円）となりました。これは主として、リース

資産(純額)の増加2,333千円及びその他資産の増加3,395千円によるものであり、事業運営に必要な設備投資を計画

的に実施した結果であります。

　　（流動負債）

　当事業年度末の流動負債は670,933千円（前事業年度末比△204,523千円）となりました。これは主として、前受

金が84,126千円、短期借入金が37,900千円、１年内返済予定の長期借入金が30,358千円、未払金が30,323千円、買

掛金が15,709千円減少したことによるものであります。前受金の減少は、前事業年度において一部物件の引渡し時

期が当事業年度にずれ込んだ影響による一時的な増加が解消され、当事業年度は引渡しが計画どおり進捗したこと

で通常水準に戻ったことによるものであります。

　　（固定負債）

　当事業年度末の固定負債は669,290千円（前事業年度末比△95,807千円）となりました。これは主として、社債

が21,600千円増加した一方で、長期借入金が119,388千円減少したことによるものであります。これは約定償還が

計画通り進んだことを反映しており、当社の資金管理方針に基づく財務健全化施策が着実に奏功した結果でありま

す。当社は今後も、借入依存度の低減と自己資本の充実を両立させ、財務基盤の強化を継続してまいります。

　　（純資産）

　当事業年度末の純資産は738,451千円（前事業年度末比＋45,027千円）となりました。主な増加要因は、当期純

利益44,299千円の計上によるものであります。これにより自己資本比率は35.5％（前事業年度末29.7％）へと改善

し、財務の健全性及び資本効率の向上を実現しました。今後も、安定した収益創出と内部留保の積み上げを通じ

て、自己資本の充実と持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

(3）経営成績の分析

　　「１【業績等の概要】（1）業績」に記載のとおりであります。

(4）経営成績に重要な影響を与える要因

　　「４【事業等のリスク】」をご参照ください。

(5）キャッシュ・フローの状況の分析

　　「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

- 26 -



(6）資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　　当社の資金需要のうち主なものは、販売用不動産の購入資金及び運転資金であります。当社は事業活動の資金につ

いては、事業運営上必要な流動性を確保するため金融機関からの借入による資金調達のほか、自己資金を活用してお

り、経済・金融環境の変化に備えた十分な手元資金の確保により、安定した財務基盤の維持に努めております。

(7）運転資本

　　当事業年度末から12か月間の運転資本は、自己資金及び借入による資金調達が可能であることから十分であると認

識しております。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度における設備投資は、本社の複合機4,558千円、アンケートデータ登録営業システム1,480千円となりま

す。

　なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却はありません。
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2025年９月30日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）建物

（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

リース資産
（千円）

ソフト
ウエア

（千円）

リース資産
（無形）
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都新宿区）

不動産関連事業

インテリア販売及び

リノベーション事業

統括

業務施設
746 0 8,639 3,020 927 13,332 72

名古屋支店

（愛知県名古屋市）

不動産関連事業

インテリア販売及び

リノベーション事業

業務施設 10,353 0 － － － 10,353 3

福岡支店

（福岡県福岡市）

不動産関連事業

インテリア販売及び

リノベーション事業

業務施設 2,415 － － － － 2,415 3

神戸研修センター

（兵庫県神戸市）
不動産関連事業 業務施設 426 － － － － 426 －

２【主要な設備の状況】

　当事業年度末における主要な設備は、次のとおりであります。

（注）１．従業員数は就業人員数であります。なお、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略し

ております。

２．本社は賃借しているものであり、年間賃借料は68,163千円であります。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　重要な設備の新設、改修、除却等の計画はありません。
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記名・無記名の
別、額面・無額
面の別及び種類

発行可能株式
総数（株）

未発行株式数
（株）

事業年度末
現在発行数

（株）
（2025年９月30日）

公表日現在発行数
（株）

（2025年12月23日）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取

引業協会名

内容

普通株式 4,000,000 2,996,600 1,003,400 1,003,400

東京証券取引所 

TOKYO PRO 

Market

(公表日現在)

権利内容

に何ら限

定の無い

当社にお

ける標準

となる株

式であ

り、単元

株式数は

100株であ

ります。

計 4,000,000 2,996,600 1,003,400 1,003,400 － －

第５【発行者の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

(注) １．未発行株式数には新株予約権の行使により発行される予定の普通株式69,000株（2025年９月30日）がありま

　　　　 す。

　　 ２．2024年12月25日をもって、当社株式は東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場しております。
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区分
最近事業年度末現在
（2025年９月30日）

公表日の前月末現在
（2025年11月30日）

新株予約権の数（個） 172 132

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,200 13,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 201（注１） 201（注１）

新株予約権の行使期間
自　2019年２月20日

至　2027年２月14日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　201

資本組入額　 100.5

発行価格　　201

資本組入額　 100.5

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

区分
最近事業年度末現在
（2025年９月30日）

公表日の前月末現在
（2025年11月30日）

新株予約権の数（個） 115 105

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 11,500 10,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 239（注１） 239（注１）

新株予約権の行使期間
自　2020年３月13日

至　2027年12月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　239

資本組入額　 119.5

発行価格　　239

資本組入額　 119.5

新株予約権の行使の条件 （注２） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2017年２月16日取締役会決議

2018年３月12日取締役会決議
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区分
最近事業年度末現在
（2025年９月30日）

公表日の前月末現在
（2025年11月30日）

新株予約権の数（個） 125 125

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,500 12,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 378（注１） 378（注１）

新株予約権の行使期間
自　2021年３月12日

至　2029年３月11日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　378

資本組入額　 189

発行価格　　378

資本組入額　 189

新株予約権の行使の条件 （注２） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

区分
最近事業年度末現在
（2025年９月30日）

公表日の前月末現在
（2025年11月30日）

新株予約権の数（個） 108 108

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,800 10,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 615（注１） 615（注１）

新株予約権の行使期間
自　2022年12月26日

至　2030年12月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　615

資本組入額　 307.5

発行価格　　615

資本組入額　 307.5

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

2019年３月11日取締役会決議

2020年12月25日取締役会決議
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区分
最近事業年度末現在
（2025年９月30日）

公表日の前月末現在
（2025年11月30日）

新株予約権の数（個） 170 170

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,000 17,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 456（注１） 456（注１）

新株予約権の行使期間
自　2023年12月21日

至　2031年12月20日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　456

資本組入額　 228

発行価格　　456

資本組入額　 228

新株予約権の行使の条件 （注３） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４） 同左

2021年12月20日取締役会決議
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調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 （注１）新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもっ

て次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次

の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

（注２）新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員の

地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続

により本新株予約権を取得した場合は、この限りでない。また、外部支援者はこの限りではない。

　　当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

（注３）新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員の

地位であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続

により本新株予約権を取得した場合は、この限りでない。また、当社株式が国内の証券取引所に上場される

ことを要する。

（注４）当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権にかかる義務を当該株式交

換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次

のとおりとする。

　　①　目的たる完全親会社の株式の種類

　　　完全親会社の同種の株式

　　②　目的たる完全親会社の株式の数

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

　　③　権利行使に際して払い込むべき額

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

　　④　権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

　　　株式交換又は株式移転に際して、当社の取締役が決定する。

　　⑤　取締役会による譲渡承認

　　　新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
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（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

該当事項はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2014年３月24日

（注１）
999,000 1,000,000 ― 50,000 ― ―

2024年10月１日～

2025年９月30日

（注２）

3,400 1,003,400 276 50,276 276 276

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　（注）１．株式分割（１：1,000）によるものであります。

　　　　２．新株予約権の行使による増加であります。

2025年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 2 － － 21 23 －

所有株式数

（単元）
－ － － 6,001 － － 4,033 10,034 －

所有株式数の割

合（％）
－ － － 59.81 － － 40.19 100.00 －

（６）【所有者別状況】

（注）従業員持株会が所有する当社株式73,600株は「個人その他」に736単元を含めて記載しております。
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氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式総数に対する

所有株式数の割合

（％）

株式会社ＹｕｉＭ 東京都新宿区西新宿1-14-11 600,000 59.80%

野﨑　雄一 東京都渋谷区 223,400 22.26%

インデックス従業員持株会 東京都新宿区西新宿1-14-11 73,600 7.34%

河野　有子 東京都渋谷区 49,700 4.95%

野﨑　満美 東京都渋谷区 20,000 2.00%

菊田　寛康 東京都中央区 20,000 2.00%

川満　泰貴 福岡県福岡市 2,700 0.27%

笠井　稜馬 東京都世田谷区 2,300 0.23%

木村　真二 東京都町田市 1,700 0.17%

森戸　淳平 東京都目黒区 1,500 0.15%

計 － 994,900 99.15%

（７）【大株主の状況】

2025年９月30日
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2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,003,400 10,034 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 1,003,400 － －

総株主の議決権 － 10,034 －

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

　該当事項はありません。
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決議年月日 2017年２月16日 2018年３月12日 2019年３月11日

付与対象者の区分及び人

数（名）

当社取締役   １

当社従業員   21

当社取締役   １

当社従業員   27

当社取締役   ２

当社従業員   24

新株予約権の目的となる

株式の種類
(2)【新株予約権等の状況】に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払

込金額（円）
同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関す

る事項
同上

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

（注１）

決議年月日 2020年12月25日 2021年12月20日

付与対象者の区分及び人

数（名）

当社取締役   ２

当社従業員   23

当社取締役   ２

当社従業員   24

新株予約権の目的となる

株式の種類
(2)【新株予約権等の状況】に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払

込金額（円）
同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関す

る事項
同上

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

（注１）

（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方

法によるものであります。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。
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  （注１）当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権にかかる義務を当該株式

交換又は株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は

次のとおりとする。

　　①　目的たる完全親会社の株式の種類

　　　完全親会社の同種の株式

　　②　目的たる完全親会社の株式の数

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

　　③　権利行使に際して払い込むべき額

　　　株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

　　　調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

　　④　権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

　　　株式交換又は株式移転に際して、当社の取締役が決定する。

　　⑤　取締役会による譲渡承認

　　　新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
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（10）【従業員株式所有制度の内容】

　従業員持株会を運営しており、一定の基準のもと、任意で入退会ができるようになっております。本発行

者情報公表日現在の従業員持株会の当社株式所有数は73,600株となっております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３【配当政策】

　当社は、株主還元を適切に行っていくことが重要であると認識しており、剰余金の配当については、内部留保との

バランスを考慮して適切な配当を実施していくことを基本方針としております。このことから、創業以来配当は行っ

ておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。なお、内部留保につきましては、今後

予想される経営環境の変化に対応すべく、企業体質の強化及び将来の事業展開の財源として利用していく予定であり

ます。

　将来的には、収益力の強化や事業の基盤を整備しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案し

たうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能

性及びその実施時期等については未定であります。

　剰余金の配当を実施する場合、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取

締役会であります。
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回次 第23期 第24期 第25期

決算年月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

最高（円） － － 550

最低（円） － － 550

月別 2025年４月 2025年５月 2025年６月 2025年７月 2025年８月 2025年９月

最高（円） － － － － － －

最低（円） － － － － － －

４【株価の推移】

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】

（注）　最高・最低株価は東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

なお、2024年12月25日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

（注）　2025年４月以降について売買実績がないため記載しておりません。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式数

（株）

代表取締役

社長
野﨑　雄一 1974年６月21日

1994年１月 神田㈱入社

(注)４ (注)６ 823,400

1998年12月 ㈱メディアプロモーション入社

2003年５月 ㈱アネスタ設立　代表取締役

2005年５月 ㈱エコノテック（現㈱インデックス）入社

2010年２月 ㈱L'sクリエイション(現㈱インデックス)

代表取締役社長（現任）

取締役副社長

管理本部長
中村　信二 1964年７月28日

1987年４月

1997年４月

ニチモ㈱入社

同社　経営企画室長

(注)４ (注)６ ―

2007年８月 ㈱マジェスティック・ライズ経営管理部副部

長

2008年４月 ㈱リーテック管理部長

2014年９月 フォーライフ㈱執行役員経営管理部長

2017年２月 当社取締役管理部長

2018年９月

2020年12月

当社常務取締役管理本部長

当社専務取締役管理本部長（現任）

専務取締役

不動産営業本

部長

小林　祥雄 1975年３月２日

1994年４月 中嶋自動車工業㈱入社

(注)４ (注)６ ―

1998年３月 ダイドードリンコ㈱入社

2006年３月 ㈱アサヒリフレ入社

2007年３月 ㈱Ｌ’ｓクリエイション（現㈱インデック

ス）入社

2015年５月 不動産営業部長

2018年９月

2020年12月

取締役不動産営業本部長

常務取締役不動産営業本部長（現任）

取締役 河野　初 1948年４月１日

1970年４月 ㈲宮建設設計事務所入社

(注)４ (注)６ ―

1974年10月 一級建築士登録

1975年10月

2012年11月

2013年９月

2017年１月

㈱江陽設計設立代表取締役

㈱アリエッタ代表取締役（現任）

当社社外取締役（現任）

㈱シティ・プランナーズ取締役（現任）

2017年10月 東京ビッグハウス㈱社外取締役

2017年11月 ㈱ルネッサンス代表取締役（現任）

2020年７月

2021年２月

クヴェルアカデミー㈱代表取締役（現任）

㈱空間設計代表取締役（現任）

取締役 木下　和彦 1953年１月21日

1975年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行

(注)４ (注)６ ―

1998年４月 同行　川崎支店長

2000年４月 同行　東京法人営業第１部部長

2002年５月 ㈱UFJ銀行　ロンドン支店長

2006年４月 東洋カーマックス㈱執行役員総務部長

2009年４月 同社常務取締役

2011年10月 同社専務取締役

2013年７月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構監事

2019年２月

2019年８月

2023年２月

丸八倉庫㈱社外監査役

当社社外取締役（現任）

丸八倉庫㈱補欠監査役（現任）

５【役員の状況】

①　役員一覧

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式数

（株）

常勤監査役 村元　康明 1954年10月23日

1973年４月

2002年４月

2003年７月

2007年１月

㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行

㈱UFJ銀行　事務企画部部付部長

同行　永福町支店長兼烏山法人営業部長

㈱三菱東京UFJ銀行　事務企画部支店事務移行

サポート室室長 (注)５ (注)６ ―

2009年６月 三菱ＵＦＪスタッフサービス㈱常務取締役

2014年６月 エム・ユー・コミュニケーションズ㈱社外常

勤監査役

2017年12月 当社社外常勤監査役（現任）

監査役 白川　有希 1974年５月９日

2006年９月 司法試験合格

(注)５ (注)６ ―

2007年12月 船橋法律事務所入所

2015年１月 横浜あゆみ法律事務所開業

同所パートナー弁護士（現任）

2018年12月 当社社外監査役（現任）

監査役 井出　彰 1987年７月30日

2010年４月 有限責任あずさ監査法人入社

(注)５ (注)６ ―

2013年８月 フロンティア・マネジメント㈱入社

2015年４月 ㈱うるる入社（財務経理部長）

2018年８月 井出公認会計士事務所代表就任（現任）

2018年10月 プレミアアンチエイジング㈱社外監査役（現

任）

2019年11月 ㈱ＷＡＣＵＬ社外取締役（監査等委員）

2019年12月 ＡＩコーポレートアドバイザリー㈱代表取締

役（現任）

2021年11月 ㈱ｗｅｖｎａｌ社外監査役（現任）

2024年10月 当社社外監査役（現任）

計 823,400

　（注）１．取締役河野初及び木下和彦は、社外取締役であります。

２．監査役村元康明、白川有希及び井出彰は、社外監査役であります。

３．代表取締役社長野﨑雄一の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所

有株式数を合計しております。

４．2024年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであり

ます。

５．2024年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであり

ます。

６．2025年９月期における役員報酬の総額は、152,862千円を支給しております。

②　社外役員の状況

　当社では、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。

社外取締役河野初氏は長年にわたりホテルの代表者を務める経営者であります。豊富な経験と見識から、当社

に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役木下和彦氏は長年にわたり都市銀行の職務を経験した専門家であります。豊富な経験と見識から、

当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社

と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役村元康明氏は都市銀行における長年の経験・知識を有し、公正中立な立場から経営を監査いただけ

るものと判断し、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係

その他の利害関係はありません。

社外監査役白川有希氏は弁護士であり、企業法務に明るく、弁護士としての高度な専門的知識に基づき、当社

の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただく目的で選任しておりま

す。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役井出彰氏は公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識を有しており、上場会社の社外監

査役・監査等委員としての実務経験を備えており、客観的な視点による監査機能の強化を期待し、社外監査役に

選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませ

ん。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券
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取引所に定める独立役員に関する判断基準をもとに選任する方針です。なお、木下和彦氏は、東京証券取引所が

定める独立役員の要件に適合するものの、当社としては現時点において独立役員としての届出を行っておりませ

ん。今後のガバナンス体制の整備状況、取締役会の監督機能の実効性向上の観点を踏まえ、独立役員の届出につ

いて適切に検討してまいります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定への参加、業務執行等の報告を受け、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言し、経営の監督を行って

おります。

　社外監査役は取締役会に出席し、経営に対する監視及び取締役の業務執行の監査を行っております。重要な

会議には常勤監査役が出席し、取締役の職務執行を監視する機能として、中立的な立場から意見を述べるなど

有効に機能しております。

　また、会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うとともに、定期的に監査役、会計監査人、内部監査室の

三者によるミーティングを行い監査機能の向上を図っております。監査役は、内部監査報告等の情報共有、意見

交換を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率を高めると共に、継続的な事業発展

を目指します。また持続的な企業価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取組むと共に、ス

テークホルダーに公正な経営情報を開示し、その適正性を確保してまいります。

　また、内部統制システムを整備・運用し経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めて

まいります。

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、変化の激しい時代を乗り切るために迅速な意思決定を重視し、持続的な企業価値の向上に資するよう

コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むと共に、ステークホルダーから信頼される企業の実現のために、公

正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システム及びリスクマネジメントシ

ステムを整備・運用し、コンプライアンスの徹底に努めてまいります。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．企業統治の体制

ａ．取締役会

　当社の取締役会は、取締役５名により構成され、社外取締役２名を選任しております。運営につきましては、

月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項

の決定及び業務執行の監督等を行っております。

　取締役会の構成員は、代表取締役社長を議長として、次のとおりであります。

代表取締役社長 野﨑　雄一

取締役副社長 中村　信二

専務取締役 小林　祥雄

取締役（社外） 河野　初

取締役 （社外）木下　和彦

監査役も取締役会に出席し取締役の職務の執行を監査しております。

ｂ．監査役及び監査役会

　当社は監査役会を設置しており、社外監査役３名（うち常勤監査役１名）で構成しています。監査役会は、

毎月１回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンス

の実効性を高めるよう努めております。監査役全員が取締役会に出席し、取締役の執行状況の監査を行ってい

ます。また、監査役全員が経営者コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス徹底の検証を行い、

常勤監査役は経営会議にも出席しています。

　監査役及び監査役会の構成員は、常勤監査役を監査役会の議長として、次のとおりであります。

常勤監査役（社外）村元　康明

監査役（社外） 白川　有希

監査役（社外） 井出　彰

ｃ．経営会議

　経営会議は、常勤取締役、常勤監査役、経営企画室等で構成されており、原則月１回開催しております。経

営計画の達成及び業務の円滑な運営を図ることを目的とし、重要な検討事項、月次の各部門の業務執行状況の

報告等、経営に関する重要事項について対策を講じております。

　経営会議の主な構成員は、代表取締役社長を議長として、次のとおりであります。

代表取締役社長 野﨑　雄一

取締役副社長 中村　信二

専務取締役 小林　祥雄

常勤監査役（社外） 村元　康明

営業２部長 藤田　容樹

法人営業課長 森戸　淳平

オプション営業課長 佐藤　昌大

人事総務部長 下庄　満美

経営管理部長 吉田　幸世

人事総務課長 滋野　顕治
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ｄ．経営者コンプライアンス委員会

　当社は、経営の最重要課題のひとつにコンプライアンス経営の推進を掲げております。コンプライアンスの

最終責任機関として、コンプライアンスリスクを管理し、適宜指示を行い、コンプライアンス経営を推進する

ことを目的として、経営者コンプライアンス委員会を設置し、月１回の頻度で定期開催しております。当該委

員会は人事総務部を統括部門として、常勤取締役、社外取締役及び全監査役が出席しております。

　経営者コンプライアンス委員会の構成員は、代表取締役社長を委員長として、次のとおりであります。

代表取締役社長 野﨑　雄一

取締役副社長 中村　信二

専務取締役 小林　祥雄

取締役 （社外）木下　和彦

常勤監査役（社外）村元　康明

監査役（社外） 白川　有希

監査役（社外） 井出　彰

e．全社コンプライアンス連絡会

　当社は、実務レベルのコンプライアンスリスクについて、社員への周知や意見の集約、論議を行うこと

を目的として、全社コンプライアンス連絡会を設置し、月１回の頻度で定期開催しております。その内容を

経営者コンプライアンス委員会に報告しております。当該委員会は人事総務部長を統括として、各部署の課長

クラス、常勤監査役が出席しております。

f．会計監査

　当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券上

場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお、2025年9月期において監査を執

行した公認会計士は松本直也氏、木戸亮人氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。

また、当該監査業務に係る補助者は公認会計士４名およびその他３名の合計７名であります。なお、当社と

監査に従事する監査法人、公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。

ロ．当該体制を採用する理由

　当社は監査役会設置会社を選択しており、独立性を有する社外監査役３名体制により、適正な業務執行、

迅速な意思決定、監査の実効性確保の観点からガバナンス機能を十分に機能させることが可能と判断してお

ります。社外取締役は、会社経営や金融機関での幅広い知見から、経営課題に対する提言を行うと共に、監

査役会と適宜、取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実効性を高めております。
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ハ．会社の機関・内部統制の関係

　当社の会社の機関・内部統制の関係は、次のとおりであります。

③　企業統治に関するその他の事項

ａ．内部統制システムの整備の状況

　当社は、取締役会で下記のとおり「内部統制システム構築の基本方針」について決議し、全社的な統制環境

の一層の整備と、統制活動の円滑な推進に努めております。

１）従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

従業員がとるべき行動の規範を示した「企業規範」を制定し、従業員が法令・定款等を遵守することを徹底

する。

２）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会規程に則り取締役

会に報告すると共に、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

３）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書取扱いに係る規定に基づき作成・保存する。

４）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役会はリスク管理に係る規程を制定すると共に、組織横断的リスクを管理する。各部門所管業務に付

随するリスク管理は各部門の担当役員が行うこととする。

②各部門の担当役員は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び関係諸法令に係るリ

スクについて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。

尚、取締役会は新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる担当役員を定める。

５）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取

締役会がその実績管理を行う。

②代表取締役社長は、役員規程に則り取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行う。

６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにそ

の使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査を

補助すべき使用人を指名することができる。

②監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取
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締役の指揮命令は受けないものとする。

７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　　取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。

①重要な社内会議で決議された事項

②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項

③毎月の経営状況として重要な事項

④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

⑤重大な法令・定款違反

⑥重要な会計方針、会計基準及びその変更

８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。

②監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。

③監査役は内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うと共に、必要に応じて

会計監査人に報告を求める。

９）反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

①反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを

社内規程において明文化する。また、取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明

した場合には速やかに取引を解消する。

②管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び従業員が

基本方針を遵守するよう教育体制を構築すると共に、反社会的勢力による被害を防止するための対応方針等

を整備し周知を図る。

③反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し有

事の際の協力体制を構築する。

ｂ．リスク管理体制の整備の状況

　当社は、不測の事態に迅速に対応し、損失を最小限に止めるため、リスク管理に係る規程等を整備すると共

に、リスク管理統括責任者を設置しております。また、経営や業績に影響を及ぼす恐れのある事象について、

取締役会、経営者コンプライアンス委員会又は経営会議等の毎月開催される会議において情報を共有し、早期

に是正することができるよう努めております。

ｃ．内部監査の状況

　当社は監査責任者が指名する内部監査担当者によって、内部監査を実施しております。監査責任者は、内部

監査方針及び監査計画を立案し、その計画に基づき、社内各部門の業務執行の法令、定款及び社内規定の順守

性について監査を行っております。内部監査担当者は監査結果について内部監査報告書を作成し、代表取締

役社長、取締役会及び監査役会に対し報告しております。被監査部門の責任者は、監査報告書に基づき指摘事

項を適切に処理し、その改善実施の可否・改善計画等、措置の状況を記載した回答書を作成・提出することで

業務改善を図る体制をとっております。また、監査責任者は、指摘・助言・改善提案事項等の措置・実行状況

につき、適時、調査・確認を行うこととしております。

ｄ．責任限定契約の概要

　当社は、定款において会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役を除く）又は監査役と

の間に同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定めております。

　なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない場合、当

該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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役員区分

報酬等の総

額

（千円）

報酬等の種類別の額（千円）
対象となる役員の

員数（名）基本報酬
業績連動報酬

等

非金銭報酬

等

取締役

（社外取締役を除く）
136,062 121,400 14,662 ― ３

監査役

（社外監査役を除く）
― ― ― ― ―

社外役員 16,800 16,800 ― ― ６

e．役員報酬の内容

（注）取締役の報酬限度額は、2020年12月20日開催の第20期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議

されております。

　また、監査役の報酬限度額は、2020年12月20日開催の第20期定時株主総会において年額20,000千円以内と決

議されております。

　なお、上記には、2024年10月30日開催臨時株主総会における株式の譲渡制限撤廃による任期満了により退任

した監査役１名を含んでおります。

f．取締役の定数

当社の取締役数は、７名以内とする旨定款に定めております。

g．取締役の選任及び解任の決議要件

　取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないも

のとする旨を定款に定めております。取締役の解任については、取締役会にて解任決議を行うための株主総会

を招集することを決議し、株主総会決議によって決定します。

h．取締役会で決議できる株主総会決議事項

①中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年３月31日を基準日として、中間

配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするため

であります。

②取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する

取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度にお

いて免除することができる旨、定款に定めております。これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあた

り、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであ

ります。

i．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めて

おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行

うことを目的とするものであります。

- 54 -



区分

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円）

発行者 20,000 ―

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査法人に対する報酬の内容】

　（注）当事業年度は、上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬3,000千円を支払っております。

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査法人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から監査法

人と協議のうえ、監査法人が必要な監査を行うことができる監査日数及び報酬となっているかどうかを検証し、監

査役会の同意を得て決定しております。
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第６【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

(1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。

(2）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規

則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定

に基づき、当事業年度（2024年10月１日から2025年９月30日まで）の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受け

ております。

３．連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 
1,145,153

※1 
969,655

売掛金 56,002 60,480

商品 4,438 5,987

販売用不動産 ※1 
796,841

※1 
749,913

仕掛販売用不動産 ※1 
164,678

※1 
122,638

原材料及び貯蔵品 419 633

前渡金 9,553 5,811

前払費用 17,761 18,234

その他 4,904 4,765

貸倒引当金 △173 △210

流動資産合計 2,199,578 1,937,910

固定資産

有形固定資産

建物
 
29,412

 
29,412

減価償却累計額 △14,182 △15,470

建物（純額）  
15,229

 
13,941

工具、器具及び備品 2,099 2,099

減価償却累計額 △2,099 △2,099

工具、器具及び備品（純額） 0 0

リース資産 15,625 16,212

減価償却累計額 △9,320 △7,573

リース資産（純額） 6,305 8,639

有形固定資産合計 21,534 22,581

無形固定資産

ソフトウエア 1,288 3,020

リース資産 1,236 927

無形固定資産合計 2,524 3,947

投資その他の資産

投資有価証券 3,897 5,140

出資金 210 110

従業員に対する長期貸付金 1,020 1,020

長期前払費用 22,925 20,795

繰延税金資産 14,893 16,380

その他 67,394 70,789

投資その他の資産合計 110,340 114,236

固定資産合計 134,399 140,764

資産合計 2,333,978 2,078,675

【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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（単位：千円）

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

負債の部

流動負債

買掛金 44,051 28,341

短期借入金 ※1 
318,600

※1 
280,700

1年内償還予定の社債 40,000 38,400

1年内返済予定の長期借入金 182,626 152,268

リース債務 2,612 2,864

未払金 76,389 46,065

未払費用 28,734 28,047

未払法人税等 29,886 21,983

未払消費税等 22,908 20,279

前受金 87,816 3,690

預り金 10,428 12,211

賞与引当金 26,054 21,417

役員賞与引当金 5,347 14,662

流動負債合計 875,456 670,933

固定負債

社債 70,000 91,600

長期借入金 ※1 
688,353

※1 
568,965

リース債務 5,838 7,864

資産除去債務 755 761

その他 150 100

固定負債合計 765,097 669,290

負債合計 1,640,554 1,340,223

純資産の部

株主資本

資本金 50,000 50,276

資本剰余金

資本準備金 － 276

資本剰余金合計 － 276

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 642,823 687,123

利益剰余金合計 642,823 687,123

株主資本合計 692,823 737,676

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 600 775

評価・換算差額等合計 600 775

純資産合計 693,424 738,451

負債純資産合計 2,333,978 2,078,675
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

売上高 ※1 
4,443,717

※1 
4,192,670

売上原価 3,308,322 ※2 
3,028,555

売上総利益 1,135,394 1,164,115

販売費及び一般管理費 ※3 
1,041,301

※3 
1,068,891

営業利益 94,093 95,223

営業外収益

受取利息 77 1,072

受取配当金 5 5

受取立退料 14,356 －

不動産取得税還付金 6,377 9,468

協賛金収入 845 －

未払金取崩益 － 22,374

その他 1,025 2,310

営業外収益合計 22,687 35,231

営業外費用

支払利息 21,619 25,814

社債利息 468 501

支払手数料 25,718 15,118

社債発行費 － 2,795

上場関連費用 － 13,000

その他 － 62

営業外費用合計 47,805 57,292

経常利益 68,974 73,162

特別利益

受取補償金 1,382 －

特別利益合計 1,382 －

税引前当期純利益 70,356 73,162

法人税、住民税及び事業税 30,187 30,457

法人税等調整額 △2,014 △1,595

法人税等合計 28,173 28,862

当期純利益 42,183 44,299

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　販売用不動産取得費 3,014,104 91.1 2,710,849 89.5

Ⅱ　委託内装工事費 288,607 8.7 312,651 10.3

Ⅲ　その他の経費 5,610 0.2 5,053 0.2

合計 3,308,322 100.0 3,028,555 100.0

②【損益計算書】

【売上原価明細書】

（原価計算の方法）当社の原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 50,000 600,640 600,640 650,640 837 837 651,477

当期変動額

当期純利益 42,183 42,183 42,183 42,183

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△236 △236 △236

当期変動額合計 － 42,183 42,183 42,183 △236 △236 41,946

当期末残高 50,000 642,823 642,823 692,823 600 600 693,424

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 50,000 － － 642,823 642,823 692,823

当期変動額

新株の発行（新株予約
権の行使）

276 276 276 552

当期純利益 44,299 44,299 44,299

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 276 276 276 44,299 44,299 44,852

当期末残高 50,276 276 276 687,123 687,123 737,676

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 600 600 693,424

当期変動額

新株の発行（新株予約
権の行使）

552

当期純利益 44,299

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

175 175 175

当期変動額合計 175 175 45,027

当期末残高 775 775 738,451

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 70,356 73,162

減価償却費 4,170 4,380

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 37

受取利息及び受取配当金 △82 △1,078

支払利息 21,619 25,814

社債利息 468 501

支払手数料 25,718 15,118

受取補償金 △1,382 －

売上債権の増減額（△は増加） 12,606 △4,478

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,884 △4,636

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,472 9,315

棚卸資産の増減額（△は増加） 75,341 87,204

仕入債務の増減額（△は減少） △15,300 △15,709

前受金の増減額（△は減少） 55,306 △84,126

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,275 △2,629

その他 20,330 △25,996

小計 275,832 76,877

利息及び配当金の受取額 82 1,078

利息の支払額 △23,343 △25,872

補償金の受取額 1,382 －

法人税等の支払額 △25,666 △38,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,287 13,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,050 △17,055

定期預金の払戻による収入 3,800 9,400

有形固定資産の取得による支出 △14,365 －

無形固定資産の取得による支出 － △2,291

投資有価証券の取得による支出 △360 △960

その他 △2,050 △8,113

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,026 △19,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △68,997 △37,900

長期借入れによる収入 288,000 75,000

長期借入金の返済による支出 △187,145 △224,746

社債の発行による収入 － 60,000

社債の償還による支出 △84,000 △40,000

支払手数料による支出 △33,137 △13,141

株式発行による収入 － 552

その他 △2,709 △2,770

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,989 △183,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,271 △188,303

現金及び現金同等物の期首残高 974,279 1,071,550

現金及び現金同等物の期末残高 ※
1,071,550

※
883,247

④【キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品、原材料及び貯蔵品

　主に移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

(2) 販売用不動産、仕掛販売用不動産

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備については、定額法を採用しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　６～18年

工具、器具及び備品　５～８年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

均等償却しております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 不動産関連事業

　不動産関連事業においては、顧客との不動産売買契約に基づき、自社で中古マンション等を仕入れ、

リノベーションを施した物件を顧客に引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は物件が引き

渡される一時点で充足されるものであり、当該引き渡し時点において収益を認識しております。

(2) インテリア販売及びリノベーション事業

① インテリア販売

　インテリア販売においては、顧客との物品販売契約に基づき、家具等のインテリア商品を顧客に

引き渡す履行義務を負っています。当該履行義務はインテリア商品が引き渡される一時点で充足さ

れるものであり、当該引き渡し時点において収益を認識しております。

② リノベーション事業

　リノベーション事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、マンション等のリノベーショ

ンを行って完了させる履行義務を負っております。当該履行義務は工事期間がごく短いため、工事

完了の一時点において収益を認識しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

消費税等の会計処理

　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の発生費用として処理しております。
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前事業年度 当事業年度

販売用不動産 796,841 749,913

仕掛販売用不動産 164,678 122,638

前事業年度 当事業年度

繰延税金資産（純額） 14,893 16,380

繰延税金負債と相殺前の金額 15,300 16,880

（重要な会計上の見積り）

１．棚卸資産の評価

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

（2）識別した項目に対する重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　販売用不動産等について、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得

原価よりも下落している場合には、収益性が低下しているとみて、当該正味売却価額をもって貸借対照

表価額とするとともに、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として計上しております。

正味売却価額の算定における主要な仮定は、将来の販売見込額であり、類似不動産の取引事例、過去の

実績等を総合的に勘案し反映させております。なお、上記の主要な仮定に変動があった場合、翌事業年

度において評価損が計上される可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

（2）識別した項目に対する重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　2018年２月16日）

に従い、判定された分類及び将来の合理的な見積可能期間の課税所得に基づき、繰延税金資産を計上し

ております。

　将来の課税所得の見積りは、販売戸数を主要な仮定として作成した中期経営計画を基礎としておりま

す。

　課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があ

り、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において繰延税金

資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。このため、今後の経済動向によって、事

後的な結果と乖離が生じる可能性があります。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。
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（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

　員会）　等

(1）概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手

の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計

基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするも

のの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素

で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを

目指したリース会計基準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがフ

ァイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使

用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用され

ます。

(2）適用予定日

2028年９月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。
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前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

販売用不動産 303,229千円 245,861千円

仕掛販売用不動産 92,734 64,185

定期預金 50,002 50,003

計 445,967 360,050

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

短期借入金 318,600千円 280,700千円

長期借入金 23,000 －

計 341,600 280,700

（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　担保付債務は、次のとおりであります。
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前事業年度
（自2023年10月１日

至2024年９月30日）

当事業年度
（自2024年10月１日

至2025年９月30日）

－ 3,268千円

前事業年度
（自2023年10月１日

至2024年９月30日）

当事業年度
（自2024年10月１日

至2025年９月30日）

貸倒引当金繰入額 △7千円 37千円

役員報酬 132,600 138,200

給料及び手当 333,635 333,201

賞与引当金繰入額 22,187 18,571

役員賞与引当金繰入額 5,347 14,662

減価償却費 4,170 4,380

販売手数料 129,138 121,560

（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　　　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報」に記載しております。

※２　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、以下の棚卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。

※３　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度62％、当事業年度57％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度38％、当事業年度43％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式 1,000,000 － － 1,000,000

合計 1,000,000 － － 1,000,000

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度

末残高

（千円）

当事業

年度期首

当事業

年度増加

当事業

年度減少

当事業

年度末

 提出会社 2014年ストック・オプション

としての新株予約権(第１回)
－ － － － － （注）

2015年ストック・オプション

としての新株予約権(第２回)
－ － － － － （注）

2016年ストック・オプション

としての新株予約権(第３回)
－ － － － － （注）

2017年ストック・オプション

としての新株予約権(第４回)
－ － － － － （注）

2018年ストック・オプション

としての新株予約権(第５回)
－ － － － － （注）

2019年ストック・オプション

としての新株予約権(第６回)
－ － － － － （注）

2020年ストック・オプション

としての新株予約権(第７回)
－ － － － － （注）

2021年ストック・オプション

としての新株予約権(第８回)
－ － － － － （注）

 合計 － － － － － －

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自2023年10月１日　至2024年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

２．自己株式に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（注）ストック・オプション付与時において、当社は非上場会社であり、付与時の単位当たりの本源的価値は０円であっ

たため、当事業年度末残高はありません。

４．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式 1,000,000 3,400 ― 1,003,400

合計 1,000,000 3,400 ― 1,003,400

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度

末残高

（千円）

当事業

年度期首

当事業

年度増加

当事業

年度減少

当事業

年度末

 提出会社 2017年ストック・オプション

としての新株予約権(第４回)
－ － － － － （注）

2018年ストック・オプション

としての新株予約権(第５回)
－ － － － － （注）

2019年ストック・オプション

としての新株予約権(第６回)
－ － － － － （注）

2020年ストック・オプション

としての新株予約権(第７回)
－ － － － － （注）

2021年ストック・オプション

としての新株予約権(第８回)
－ － － － － （注）

 合計 － － － － － －

当事業年度（自2024年10月１日　至2025年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

（注）普通株式の発行済株式総数の増加3,400株は新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

２．自己株式に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（注）ストック・オプション付与時において、当社は非上場会社であり、付与時の単位当たりの本源的価値は０円であっ

たため、当事業年度末残高はありません。

４．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

現金及び預金勘定 1,145,153千円 969,655千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △73,602 △86,407

現金及び現金同等物 1,071,550 883,247

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

　主として、当社にて利用する事務機器（工具、器具及び備品）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料については重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。また必要な資金については、主

に銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引は、行わない方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、管理本部が

経理規程等に従い、取引先ごとの期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念

の早期把握や軽減を図っております。

　投資有価証券は、株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、管理本部が

四半期ごとに時価の把握を行っております。

　営業債務である買掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。借入金は、営業活動及び運転資金

にかかる資金調達であり、社債は運転資金であります。リース債務は、複合機の取得を目的としたもので

あります。これらは、流動性リスクに晒されておりますが、管理本部が適時に資金繰り計画を作成する等

の方法により管理しております。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 投資有価証券

　　その他有価証券 3,897 3,897 －

資産計 3,897 3,897 －

(1) 社債(1年内償還予定を含む) 110,000 110,075 75

(2) 長期借入金(1年内返済予定を含む) 870,979 863,577 △7,401

(3) リース債務(1年内返済予定を含む) 8,451 7,816 △635

負債計 989,430 981,469 △7,961

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 投資有価証券

　　その他有価証券 5,140 5,140 －

資産計 5,140 5,140 －

(1) 社債(1年内償還予定を含む) 130,000 129,756 △243

(2) 長期借入金(1年内返済予定を含む) 721,233 719,769 △1,463

(3) リース債務(1年内返済予定を含む) 10,728 9,896 △832

負債計 861,961 859,421 △2,539

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2024年９月30日）

(*1)現金は現金であることから注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法

人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してお

ります。

当事業年度（2025年９月30日）

(*1)現金は現金であることから注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法

人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してお

ります。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,145,153 － － －

売掛金 56,002 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

その他 － 1,291 － 2,606

合計 1,201,155 1,291 － 2,606

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 969,655 － － －

売掛金 60,480 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

その他 － 1,437 － 3,703

合計 1,030,136 1,437 － 3,703

（注）１．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）
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１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 318,600 － － － － －

社債 40,000 30,000 20,000 20,000 － －

長期借入金 182,626 164,463 127,580 125,916 116,375 154,019

リース債務 2,612 1,902 1,945 1,990 － －

合計 543,838 196,365 149,525 147,906 116,375 154,019

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 280,700 － － － － －

社債 38,400 28,400 28,400 8,400 8,400 18,000

長期借入金 152,268 146,744 135,396 118,883 87,091 80,851

リース債務 2,864 2,933 3,004 1,039 887 －

合計 474,232 178,077 166,800 128,322 96,378 98,851

（注）２．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

1,458

－

－

2,439

－

－

1,458

2,439

その他有価証券

株式

その他

資産計 1,458 2,439 － 3,897

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

1,808

－

－

3,332

－

－

1,808

3,332

その他有価証券

株式

その他

資産計 1,808 3,332 － 5,140

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）
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時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 110,075 － 110,075

長期借入金 － 863,577 － 863,577

リース債務 － 7,816 － 7,816

負債計 － 981,469 － 981,469

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 129,756 － 129,756

長期借入金 － 719,769 － 719,769

リース債務 － 9,896 － 9,896

負債計 － 859,421 － 859,421

(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。一方、投資信託は公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発

でないため、レベル２の時価に分類しております。

社債、長期借入金、リース債務

　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値

法により算定して、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

前事業年度（2024年９月30日）

　重要性が乏しいため記載を省略しております。

当事業年度（2025年９月30日）

　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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2015年
ストック・オプション

2016年
ストック・オプション

2017年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
取締役１名

従業員10名
従業員28名

取締役１名

従業員21名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１．
普通株式　11,500株 普通株式　19,400株 普通株式　38,100株

付与日 2015年２月27日 2016年３月31日 2017年２月20日

権利確定条件 （注）２． （注）３．

対象勤務期間 対象期間の定めはありません。

権利行使期間
自　2017年３月１日

至　2025年２月27日

自　2018年４月１日

至　2025年６月29日

自　2019年２月20日

至　2027年２月14日

2018年
ストック・オプション

2019年
ストック・オプション

2020年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
取締役１名

従業員27名

取締役２名

従業員24名

取締役2名

従業員23名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１．
普通株式　34,200株 普通株式　29,000株 普通株式　21,500株

付与日 2018年３月12日 2019年３月11日 2020年12月25日

権利確定条件 （注）２． （注）３．

対象勤務期間 対象期間の定めはありません。

権利行使期間
自　2020年３月13日

至　2027年12月15日

自　2021年３月12日

至　2029年３月11日

自　2022年12月26日

至　2030年12月25日

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　当社は付与日において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は０円であ

るため、費用計上はしておりません。

　当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　当社は付与日において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は０円であ

るため、費用計上はしておりません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容
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2021年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
取締役2名

従業員24名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１．
普通株式　29,000株

付与日 2021年12月20日

権利確定条件 （注）３．

対象勤務期間
対象期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
自　2023年12月21日

至　2031年12月20日

2015年ストック・オプション 2016年ストック・オプション

権利確定前 （株）

前事業年度末 200 7,500

付与 － －

失効 － －

権利確定 200 7,500

未確定残 － －

権利確定後 （株）

前事業年度末 － －

権利確定 200 7,500

権利行使 200 2,700

失効 － 4,800

未行使残 － －

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．本新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により本新

株予約権を取得した場合はこの限りではない。また、外部支援者はこの限りではない。

　　当社株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

３．本新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により本新

株予約権を取得した場合はこの限りではない。また、当社株式が国内の証券取引所に上場される

ことを要する。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（2025年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数
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2017年ストック・オプション 2018年ストック・オプション

権利確定前 （株）

前事業年度末 17,200 12,500

付与 － －

失効 － －

権利確定 17,200 12,500

未確定残 － －

権利確定後 （株）

前事業年度末 － －

権利確定 17,200 12,500

権利行使 － －

失効 － 1,000

未行使残 17,200 11,500

2019年ストック・オプション 2020年ストック・オプション

権利確定前 （株）

前事業年度末 13,000 10,800

付与 － －

失効 － －

権利確定 13,000 10,800

未確定残 － －

権利確定後 （株）

前事業年度末 － －

権利確定 13,000 10,800

権利行使 500 －

失効 － －

未行使残 12,500 10,800
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2021年ストック・オプション

権利確定前 （株）

前事業年度末 20,500

付与 －

失効 －

権利確定 20,500

未確定残 －

権利確定後 （株）

前事業年度末 －

権利確定 20,500

権利行使 －

失効 3,500

未行使残 17,000
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2015年ストック・オプション 2016年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 121 125.75

行使時平均株価 （円） 550 550

付与日における公正な評価単価 （円） － －

2017年ストック・オプション 2018年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 201 239

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

2019年ストック・オプション 2020年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 378 615

行使時平均株価 （円） 550 －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

2021年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 456

行使時平均株価 （円） －

付与日における公正な評価単価 （円） －

②　単価情報

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプションを付与した時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプション

の公正な評価単価は、単位当たりの本源的価値より算定しております。

　また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、純資産価額法、DCF法の併用方式によっております。な

お、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込価額以下のため、単位当たりの本源的価値は

ゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効のみ反映させる方法を採用

しております。

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的

価値の合計額

①　当事業年度末における本源的価値の合計額

12,625千円

②　当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

1,317千円
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前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産

賞与引当金 9,012千円 7,408千円

役員賞与引当金 1,849 5,071

未払事業税 2,761 2,130

未払法定福利費 1,569 1,496

敷金償却 1,764 2,030

資産除去債務 261 263

その他 687 1,021

繰延税金資産小計 17,906 19,421

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,606 △2,540

評価性引当額小計 △2,606 △2,540

繰延税金資産合計 15,300 16,880

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △317 △425

資産除去債務対応固定資産 △89 △74

繰延税金負債合計 △406 △500

繰延税金資産の純額 14,893 16,380

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

法定実効税率 34.6％ 34.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.9 7.3

住民税均等割 0.8 0.8

評価性引当額の増減 0.0 △0.1

法人税額の特別控除 － △1.6

適用税率との差異 △1.3 △1.8

その他 0.0 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.0 39.5

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこ

　とに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになり

　ました。

　　これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産

　及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6％から35.4％に変更し計算しております。

　　この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。

- 84 -



（資産除去債務関係）

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　当社は、神戸支店の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識し

ておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　なお、一部については資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借に関連する敷金の回収が最終的に

見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する

方法によっております。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　当社は、神戸支店の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識し

ておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　なお、一部については資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借に関連する敷金の回収が最終的に

見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する

方法によっております。
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前事業年度 当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 68,609 56,002

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 56,002 60,480

契約負債(期首残高) 32,510 87,816

契約負債(期末残高) 87,816 3,690

（収益認識関係）

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりで

あります。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「注記事項（重要な会計方針）５．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注

記を省略しております。

　なお、当社の顧客との契約における支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な

金融要素は含まれておりません。

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約負債は主に、不動産売買契約に基づいて顧客から受け取った手付金等であり、収益認識に伴い取り

崩されます。

　当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、87,816千円であ

ります。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約が

ないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
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（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）１

財務諸表
計上額
（注）２不動産関連事業

インテリア販売及

びリノベーション

事業

計

売上高

一時点で移転される

財又はサービス

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス

3,668,896

－

768,710

－

4,437,606

－

－

－

4,437,606

－

顧客との契約から

生じる収益
3,668,896 768,710 4,437,606 － 4,437,606

その他の収益 6,110 － 6,110 － 6,110

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売

上又は振替高

3,675,007

－

768,710

－

4,443,717

－

－

－

4,443,717

－

計 3,675,007 768,710 4,443,717 － 4,443,717

セグメント利益 77,547 410,623 488,170 △394,077 94,093

セグメント資産 989,900 60,471 1,050,372 1,283,605 2,333,978

減価償却費 2,280 889 3,169 1,000 4,170

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

　当社は、営業部門ごとに取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開して

おります。従って、当社は営業部門を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、

「不動産関連事業」「インテリア販売及びリノベーション事業」の２事業を報告セグメントとしておりま

す。「不動産関連事業」は、中古住宅の再販を行っております。「インテリア販売及びリノベーション事

業」は、インテリア商品の販売やコーティングサービス、内装工事の請負を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であ

ります。

　報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。

　一部の固定資産等については、報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については該当

するセグメントに配分しております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前事業年度（自2023年10月１日　至2024年９月30日）

　（注）１．セグメント利益の調整額は、各セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない管理部門に係る一般管理費であります。

２．セグメント利益の額は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）１、２

財務諸表
計上額
（注）３不動産関連事業

インテリア販売及

びリノベーション

事業

計

売上高

一時点で移転される

財又はサービス

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス

3,267,253

－

919,893

－

4,187,146

－

－

－

4,187,146

－

顧客との契約から生じ

る収益
3,267,253 919,893 4,187,146 － 4,187,146

その他の収益 5,523 － 5,523 － 5,523

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売

上高又は振替高

3,272,776

－

919,893

－

4,192,670

－

－

－

4,192,670

－

計 3,272,776 919,893 4,192,670 － 4,192,670

セグメント利益 25,459 521,112 546,571 △451,347 95,223

セグメント資産 896,706 67,386 964,093 1,114,582 2,078,675

減価償却費 2,358 954 3,313 1,066 4,380

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社エニシード 973,839 不動産関連事業

株式会社ラッセルエステート 735,539 不動産関連事業

　当事業年度（自2024年10月１日　至2025年９月30日）

　（注）１．セグメント利益の調整額は、各セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない管理部門に係る一般管理費であります。

２．セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。

３．セグメント利益の額は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

- 88 -



顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社ラッセルエステート 1,024,303 不動産関連事業

株式会社エニシード 999,468 不動産関連事業

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。
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種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 野﨑　雄一 ― ―
代表取締役

社長

（被所有）

直接 

22.4％

間接 

60.0％

債務被保証

当社銀行借

入に対する

債務被保証

（注）3

388,808 ― ―

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 野﨑　雄一 ― ―
代表取締役

社長

（被所有）

直接 

22.3％

間接 

59.8％

債務被保証

当社銀行借

入に対する

債務被保証

74,335 ― ―

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度（自2023年10月１日　至2024年９月30日）

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

　　（注）１．当社は、金融機関等からの借入に対して、代表取締役野﨑雄一から債務保証を受けております。取引金額

は借入金残高を記載しております。なお、当社は当該債務保証について保証料の支払及び担保提供を行って

おりません。

２．野﨑雄一の間接所有は、同氏とその近親者が100％の議決権を有する株式会社ＹｕｉＭの所有によるもの

であります。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

　　（注）１．当社は、金融機関等からの借入に対して、代表取締役野﨑雄一から債務保証を受けております。取引金額

は借入金残高を記載しております。なお、当社は当該債務保証について保証料の支払及び担保提供を行って

おりません。

２．野﨑雄一の間接所有は、同氏とその近親者が100％の議決権を有する株式会社ＹｕｉＭの所有によるもの

であります。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

　該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

　該当事項はありません。

- 90 -



前事業年度
（自2023年10月１日

至2024年９月30日）

当事業年度
（自2024年10月１日

至2025年９月30日）

１株当たり純資産額 693.42円 735.95円

１株当たり当期純利益 42.18円 44.22円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 － 43.13円

前事業年度
（自2023年10月１日

至2024年９月30日）

当事業年度
（自2024年10月１日

至2025年９月30日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 42,183 44,299

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 42,183 44,299

普通株式の期中平均株式数（株） 1,000,000 1,001,852

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加額（株） － 25,345

（うち新株予約権（株）） (－) (25,345)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　新株予約権８種類（新株予約

権の数817個）

　なお、新株予約権の概要は「第

５【発行者の状況】１【株式等の

状況】(2)【新株予約権等の状

況】」に記載のとおりでありま

す。

　新株予約権１種類（新株予約

権の数108個）

　なお、新株予約権の概要は「第

５【発行者の状況】１【株式等の

状況】(2)【新株予約権等の状

況】」に記載のとおりでありま

す。

（１株当たり情報）

　（注）１．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、2024年12月25日にTOKYO PRO Marketに上

場したため、新規上場日から2025年９月30日の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しており

ます。

３．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略

しております。
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資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産

建物 29,412 － － 29,412 15,470 1,287 13,941

工具、器具及び備品 2,099 － － 2,099 2,099 － 0

リース資産 15,625 4,558 3,971 16,212 7,573 2,224 8,639

有形固定資産計 47,137 4,558 3,971 47,724 25,143 3,512 22,581

無形固定資産

ソフトウェア － － － 9,167 6,146 558 3,020

リース資産 － － － 1,545 618 309 927

無形固定資産計 － － － 10,712 6,764 868 3,947

長期前払費用 35,357 3,035 1,724 36,668 15,873 5,165 20,795

本社　複合機
増加額（千円） リース資産 4,558

減少額（千円） リース資産 3,971

【有形固定資産等明細表】

　（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。
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銘柄 発行年月日
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

第６回無担保社債 2021年３月25日
30,000

(20,000)

10,000

(10,000)
0.22 なし 2026年３月25日

第８回無担保社債 2023年４月25日
80,000

(20,000)

60,000

(20,000)
0.30 なし 2028年４月25日

第９回無担保社債 2025年４月30日 －
60,000

(8,400)
0.95 なし 2032年４月25日

合計 －
110,000

(40,000)

130,000

(38,400)
－ － －

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

38,400 28,400 28,400 8,400 8,400

【社債明細表】

　（注）１．（内書）は、１年以内の償還予定額であります。

２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 318,600 280,700 3.68 －

１年以内に返済予定の長期借入金 182,626 152,268 1.90 －

１年以内に返済予定のリース債務 2,612 2,864 2.63 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 688,353 568,965 1.84 2026年～2035年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,838 7,864 2.68 2026年～2030年

その他有利子負債 － － － －

合計 1,198,030 1,012,661 － －

区分
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 146,744 135,396 118,883 87,091

リース債務 2,933 3,004 1,039 887

【借入金等明細表】

　（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以

下のとおりであります。
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区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 173 131 － 94 210

賞与引当金 26,054 21,417 26,054 － 21,417

役員賞与引当金 5,347 14,662 5,347 － 14,662

【引当金明細表】

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収によるもので

あります。

【資産除去債務明細表】

　当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における

負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略して

おります。
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区分 金額（千円）

現金 273

預金

普通預金 882,974

定期預金 73,607

定期積立 12,800

小計 969,382

合計 969,655

相手先 金額（千円）

一般顧客 60,480

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

(A) ＋ (B)
　

× 100

(A) ＋ (D)

２

(B)

365
　

56,002 1,013,630 1,009,151 60,480 94.3 21.0

区分 金額（千円）

商品

インテリア販売商品 5,987

合計 5,987

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

ロ．売掛金

相手先別内訳

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　（注）　上記金額には消費税等が含まれております。

ハ．商品
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区分 土地（㎡） 建物（㎡） 金額（千円）

新築一戸建て 5,126.7 2,960.3 629,614

中古マンション 224.6 374.2 120,298

合計 5,351.3 3,334.6 749,913

地域別 県別 土地（㎡） 建物（㎡） 金額（千円）

関東地方

神奈川県 143.3 234.5 76,193

埼玉県 220.3 169.1 43,174

千葉県 315.9 283.4 74,242

茨城県 685.7 304.7 65,666

中部地方
長野県 571.3 295.2 69,251

静岡県 815.9 288.2 64,321

近畿地方
大阪府 139.6 101.8 20,728

兵庫県 1,129.0 799.2 166,365

中国地方
岡山県 678.1 383.5 70,751

広島県 487.8 294.0 52,694

九州地方 福岡県 163.9 180.6 46,524

合計 5,351.3 3,334.6 749,913

区分 土地（㎡） 建物（㎡） 金額（千円）

新築戸建 247.1 141.8 18,404

中古マンション 154.6 340.5 101,567

その他 － － 2,666

合計 401.8 482.3 122,638

地域別 県別 土地（㎡） 建物（㎡） 金額（千円）

関東地方 神奈川県 154.6 340.5 101,567

中部地方 岐阜県 247.1 141.8 18,404

その他 － － 2,666

合計 401.8 482.3 122,638

ニ．販売用不動産

　（注）　販売用不動産の地域別内訳

ホ．仕掛販売用不動産

　（注）　仕掛販売用不動産の地域別内訳
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区分 金額（千円）

原材料及び貯蔵品

収入印紙 460

その他 172

合計 633

相手先 金額（千円）

株式会社富士通ゼネラル 3,294

カメイ株式会社 3,214

株式会社兼益技研 3,004

株式会社エスケー住建 2,911

株式会社ＣＯＬＯＲ 2,309

その他 13,607

合計 28,341

相手先 金額（千円）

株式会社セゾンファンデックス 103,000

三井住友トラスト・Ｌ＆Ｆ 66,900

群馬銀行 52,300

新生インベストメント＆ファイナンス株式会社 32,500

徳島大正銀行 26,000

合計 280,700

ヘ．原材料及び貯蔵品

②　流動負債

イ．買掛金

ロ．短期借入金
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相手先 金額（千円）

あいち銀行 76,824

東和銀行 19,680

京葉銀行 16,656

きらぼし銀行 11,520

日本政策金融公庫 10,080

その他 17,508

合計 152,268

相手先 金額（千円）

あいち銀行 38,400

合計 38,400

相手先 金額（千円）

一般顧客（不動産販売の手付金等） 3,690

合計 3,690

相手先 金額（千円）

あいち銀行 91,600

合計 91,600

相手先 金額（千円）

あいち銀行 372,881

東和銀行 60,289

武蔵野銀行 39,952

日本政策金融公庫 37,840

京葉銀行 23,628

その他 34,375

合計 568,965

ハ．１年内返済予定の長期借入金

ニ．１年内償還予定の社債

ホ．前受金

③　固定負債

イ．社債

ロ．長期借入金
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（３）【その他】

該当事項はありません。
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第７【外国為替相場の推移】
　　　 該当事項はありません。
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事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３カ月以内

基準日 毎年９月30日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日 毎年３月31日、毎年９月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

取扱場所 －

株主名簿管理人 －

取次所 －

名義書換手数料 －

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむ

を得ない事由が生じたときは、官報に掲載して行う。

公告掲載URL

https://in-dex.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

第８【発行者の株式事務の概要】

　（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利を行使することができない旨、定款に定

　　　　めております。

(1)株主総会において議決権を行使する権利

(2)会社法第303条ないし305条に規定する株主提案権

(3)株主総会に出席する権利

(4)株主総会招集通知を受ける権利

(5)株主総会において質問をする権利

(6)株主総会の決議取消を求める訴権
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第二部【特別情報】

第１【外部専門家の同意】
　　 該当事項はありません。
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指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 松本　直也

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 木戸　亮人

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年12月23日

株式会社インデックス

取　締　役　会　　御中

東　陽　監　査　法　人
東京事務所

監査意見

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に

基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社インデックスの2024年10月１日から2025年９月30

日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー

計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

インデックスの2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プ

ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。



（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（発行者情報提出会社）が

別途保管しております。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上


